
（公財）東根育英会

育英資金 貸与・返還のご案内

育英資金貸与申請の手順

育英資金返還の手順

1. 貸与申請 2. 奨学生審査・仮採用通知発送

3. 理事会
採用・不採用の決定

4. 貸与決定通知発送5. 誓約書（保証書）・
借用証書の提出

7. 借用証書の提出
（２年目以降、毎年提出）

6. 貸 与
年間貸与額を２回に分けて貸与
（貸与時期は４月・９月としてお
りますが、変更となる場合があり
ます。）

1. 返還明細書の提出
学校卒業後、東根育英会へ提出。
月賦・半年賦・年賦を選択する。

2. 返還開始
返還明細書に基づき、卒業の日か
ら６ヶ月を経過した月の翌月から
返還開始。貸与を受けた期間の３
倍に相当する期間内に返還する。


